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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗濯を行う洗濯兼脱水槽と、前記洗濯兼脱水槽を内包する外槽と、前記外槽を支持する
筐体と、前記洗濯兼脱水槽を回転駆動する駆動手段と、前記駆動手段を制御する制御手段
と、前記筐体の振動を検出する検出手段を備えた洗濯機において、
　前記検出手段の出力に基づいて前記筐体が共振する筐体共振回転速度を測定する手段と
、前記筺体共振回転速度を記録する手段を備え、前記測定された筐体共振回転速度に基づ
いて前記駆動手段を制御することを特徴とする洗濯機。
【請求項２】
　請求項１において、
　以前の運転で測定した筐体共振回転速度を基に、今回の筐体共振回転速度を推定し、前
記推定した回転速度に応じて前記駆動機構を制御することを特徴とする洗濯機。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記駆動手段は前記筐体共振回転速度付近の回転速度で回転する時間を短縮するように
制御することを特徴とする洗濯機。
【請求項４】
　請求項１において、
　記録した筐体共振回転速度と測定した筐体共振回転速度を比較する手段と、この手段の
出力に応じて使用者に報知する手段を設けたことを特徴とする洗濯機。
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【請求項５】
　請求項１において、
　記録した筐体共振回転速度と測定した筐体共振回転速度を比較し大きく異なる場合は、
前回と運転状況や設置状況が異なることを使用者に知らせることを特徴とする洗濯機。
【請求項６】
　請求項１の洗濯機において，筐体が共振する回転速度もしくは前記回転速度に依存した
情報を使用者に知らせる表示器を有することを特徴とする洗濯機。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記筐体の振動が回転速度ごとに設定したしきい値よりも大きい場合に回転を停止し再
起動を行う制御手段を備え、前記筐体が共振するドラム回転速度付近の回転速度では他の
回転速度領域よりもしきい値を大きくすることを特徴とする洗濯機。
【請求項８】
　洗濯を行う洗濯兼脱水槽と、前記洗濯兼脱水槽を内包する外槽と、前記外槽を支持し、
底部と胴部を有する筐体と、前記洗濯兼脱水槽を回転駆動する駆動手段と、前記駆動手段
を制御する制御手段と、前記筐体の振動を検出する検出手段を備えた洗濯機において、
　前記検出手段は前記筐体の胴部と底部の締結部よりも上方にある既存の回路基板上に設
置することを特徴とする洗濯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗濯機の脱水運転制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　洗濯機において脱水運転は洗いとすすぎの各工程の後に行われる。脱水を開始し、徐々
に回転速度が上昇すると、ある回転速度以上で洗濯物が洗濯兼脱水槽に張り付く。この時
洗濯物が偏っているとアンバランスとなって振動が大きくなり、場合によっては正常な脱
水が行えなくなる。ドラム式の場合、回転停止時には洗濯物が下方に偏っているため、ア
ンバランスが発生しやすい。
【０００３】
　これを解決する従来技術として特許文献１，特許文献２が存在する。
【０００４】
　特許文献１には、筐体の下部にセンサを設置して床面の振動を測定し、振動の大きさに
よって防振系を変更することで振動を低減することが可能である。
【０００５】
　特許文献２には、筐体に振動センサを設置し、直接筐体の振動を検出する方法が提案さ
れている。特許文献２では筐体に設置した振動センサで直接筐体の振動を検出し、あらか
じめ設定したしきい値以上となった場合にはしきい値と同等になるまで回転速度を低下す
る。このような制御を行うことで、一定以上の振動を防止することができる。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－８４３８７号公報
【特許文献２】特開２００６－３１１８８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記従来の方法では一定以上の振動が生じた場合、その時の回転速度以上に回転速度を
上昇することはない。筐体が共振する回転速度（以下、筐体共振回転速度）付近でしきい
値に達した場合、この回転速度を保持するため共振した状態で脱水を行うことになるおそ
れがある。
【０００８】
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　筐体共振回転速度を超えると徐々に振動は低下するため、回転速度を上昇することで振
動を低減することが可能であり、筐体共振回転速度付近で回転するよりも望ましい。
【０００９】
　また、筐体が振動する場合、その振動振幅および筐体共振回転速度は洗濯機の構成だけ
でなく床面の硬さにも依存する。従って、工場出荷時の状態で筐体共振回転速度を判定し
、それを回避することは非常に困難である。
【００１０】
　上記従来技術では、回転速度の上昇パターン（起動パターン）を出荷時に決定している
ため、共振した状態で長時間の脱水運転を行うおそれがある。
【００１１】
　本発明の目的は、洗濯機の設置状況下における筐体共振回転速度を考慮して脱水運転時
の駆動機構を適切に制御でき、低振動で且つより効果的な脱水を行うことができる洗濯機
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記目的を達成するため、本発明は、洗濯を行う洗濯兼脱水槽と、前記洗濯兼脱水槽を内
包する外槽と、前記外槽を支持する筐体と、前記洗濯兼脱水槽を回転駆動する駆動手段と
、前記駆動手段を制御する制御手段と、前記筐体の振動を検出する検出手段を備えた洗濯
機において、前記検出手段の出力に基づいて前記筐体が共振する筐体共振回転速度を測定
する手段と、前記筺体共振回転速度を記録する手段を備え、前記測定された筐体共振回転
速度に基づいて前記駆動手段を制御することを特徴とする。

【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、床面の硬さに起因した筐体の筐体共振回転速度を測定し、測定した筐
体共振回転速度を基に駆動制御する（起動パターンを設定する）ことにより、各家庭での
床面の状態に合わせて、筐体共振回転速度を避けた脱水運転をすることが可能になる。
【００１４】
　これにより、低振動・低騒音化を実現することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の実施例について、図１～図９を用いて説明する。本実施例はドラム式の洗濯機
について示す。
【００１６】
　図１は洗濯機外装を、図２は本実施例の洗濯機内部を示している。この洗濯機の外装は
、鋼板製の筐体１、前記筐体の前面に備えた操作・表示パネル２及び扉３によって構成さ
れる。筐体１は底部４，胴部５，天板部６によって構成されている。また、操作・表示パ
ネルにはスタートスイッチ７や回転速度記録変更スイッチ８などのスイッチ類および表示
器９が設置してある。回転速度記録変更スイッチ８はスイッチを２秒間押し続けて筐体共
振回転速度情報を消去する。また、１度短く押して筐体共振回転速度情報を表示し、再び
押すことで表示を消す。また、筐体１の上部後方には給水口１０を設ける。
【００１７】
　洗濯機の内部において、円筒形状の水を貯める外槽１１は、筐体下部の２箇所より２本
のダンパ１２によって支持される（図では１本のみ示す）。この外槽１１内には、円筒形
状の洗濯兼脱水槽１３を回転自在に設ける。洗濯兼脱水槽１３の側面には多数の脱水穴１
３ａを設け、上縁部には流体バランサ１３ｂを設ける。また、洗濯兼脱水槽１３の側面に
は、複数のバッフル１４を設ける。外槽１１の底面外側には、支持板１５を取り付け、こ
の支持板１５にモータ１６を固定する。モータ１６の駆動軸は外槽１１を水密に貫通し、
洗濯兼脱水槽１３に締結されている。このモータ１６により、洗い工程，すすぎ工程及び
乾燥工程では洗濯兼脱水槽１３を正転，反転させ、脱水工程では一方向に回転させる。
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【００１８】
　外槽１１の底面には、洗濯用水の排水を行う排水弁１７を設け、この排水弁１７に接続
した排水ホース１８を介して洗濯用水を洗濯機外に排出する。
【００１９】
　外装上面の後部には給水口１０を設け、後部収納部内には給水弁１９，トップカバー前
部に洗剤ケース２０を設け、これらを接続し、給水ユニットを構成する。この給水ユニッ
トにより、外槽１１に洗濯用水が供給される。
【００２０】
　供給される水量は洗濯機上部に設けた水位センサ２１により水位を検知し、調節される
。水位センサ２１は、外槽１１の下部で外槽１１とつながった空気室２２内の圧力を、チ
ューブ２３を介して測っている。
【００２１】
　このような洗濯機の外槽１１の前方（あるいは後方）下部に、外槽１１の少なくとも略
上下方向の動きを検知する外槽振動センサ２４を配置する。さらに、筐体上部、ここでは
筐体上部にある操作・表示パネルの回路基板２５に筐体振動センサ２６を設置する。本実
施例のこれらの振動センサはＭＥＭＳ技術による加速度センサであるが、特にＭＥＭＳ技
術によって作られた加速度センサでなくても良い。また、加速度の検出方式や、加速度の
検出可能方向の数も問わない。
【００２２】
　外槽振動センサ２４により外槽１１の振動を検出し、筐体振動センサ２６により筐体の
振動を検出することで、洗い，すすぎ，乾燥工程において以下のようなモータ１６の制御
を行う。
【００２３】
　また、図３に筐体の各位置での振動の様子を示す。横軸が振動振幅、縦軸が設置した床
から測定点までの高さを示している。検出位置が高いほど振動振幅が大きいことがわかる
。また、筐体底部と筐体胴部の締結部である高さ１８０mmの場所を境に振動が大きくなっ
ている。そこで、振動検出手段を筐体底部と筐体胴部の締結部よりも高い位置に設置する
ことで、高精度な測定を行うことができる。
【００２４】
　また、この振動センサにより筐体と外槽の衝突の検出にも用いることができる。そこで
、筐体と外槽が衝突する位置よりも高い位置に設置することで精度を向上することができ
る。
【００２５】
　既存の回路基板に振動センサを設置することで、新たに配線を用いる必要がないため、
配線を通すためのスペースを必要とせず、配線に生じるノイズの影響を低減することがで
きる。本実施例では振動センサを回路基板に設置したが、必ずしも回路基板に設置する必
要はない。
【００２６】
　図４にこの洗濯機の各工程を制御する制御部を示す。図に示すように制御部はマイクロ
コンピュータ（以下、マイコンと記す）４０を中心に構成される。これに予め記録された
プログラムにより、操作・表示パネル２，水位センサ２１，振動センサ２４，振動センサ
２６，回転速度検出装置２７からの入力に基づき、給水弁１９，排水弁１７，モータ駆動
回路５０などを制御し、モータ駆動回路によりモータ１６を駆動することにより、洗い，
すすぎ，乾燥工程の動作を行う。
【００２７】
　また、マイコンは起動パターンデータベース５１やしきい値データベース５２などのデ
ータベースを保存しており、回転速度算出部５３，回転速度変動算出部５４，アンバラン
ス量検知部５５，布量センシング部５６，筐体共振回転速度測定部５７，筐体共振回転速
度予測部５８，基準回転速度算出部５９などの計測部を有し、回転速度記録部６０を持つ
。
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【００２８】
　図５，図６を用いて本発明の課題を詳しく説明する。まず、図５に床面の硬さが異なる
場合の回転速度と筐体の振動の関係を示す。横軸に回転速度、縦軸に筐体の振動加速度を
示す。図より筐体共振回転速度は４５０～６５０ｒ／minとなっている。脱水は７００ｒ
／min以上で行うことが多く、脱水を行う回転速度以下の回転速度で筐体の共振が発生し
ている。共振していると振動が大きくなるため、その回転速度で長時間運転を行うことは
使用者が不快に思う原因となる。一般的にこのように共振が発生する場合には筐体共振回
転速度での運転時間を極力短くする。この方法は筐体共振回転速度が分かっている状態で
あれば非常に有効な手段である。
【００２９】
　しかし図５より床面の硬さによって筐体共振回転速度が変化し、床面が硬いほど筐体共
振回転速度が低下していることがわかる。これにより、工場出荷時に筐体共振回転速度を
把握し、前記駆動機構を適切に制御することが困難である。
【００３０】
　図６および図７にそれぞれ床面の硬さに応じて起動パターンを変更しない場合と床面の
硬さに応じて起動パターンを変更した場合の時間と筐体上部の振動加速度の関係を示す。
図６および図７において、床面の硬さは床面（１），床面（２），床面（３）の順に硬く
なっている。図６に４７０ｒ／minと７００ｒ／minに一定時間を持つ起動パターンを一例
として示す。ここで、回転速度を上昇する過程である回転速度（以下、保持回転速度）で
一定時間を保持するのは、回転速度が上昇する前に十分に脱水を行うために必要だからで
ある。また、図中に示すように筐体共振回転速度はピークのことを指し、それぞれの床面
に設置した場合の筐体共振回転速度は、床面（１）：４８０ｒ／min，床面（２）：５７
０ｒ／min，床面（３）：６４０ｒ／minとなっている。
【００３１】
　図６（ａ）では筐体共振回転速度と保持回転速度である４７０ｒ／minが近いために、
長時間振動が大きい状態が続いている。一方７００ｒ／minで一定時間保持している際は
筐体共振回転速度と離れているため、振動が小さい状態であるため問題はない。図６（ｂ
）では筐体共振回転速度が一定回転保持する回転速度から離れているため長時間大きな振
動が続くことはない。図６（ｃ）では筐体共振回転速度が４７０ｒ／minからは離れてい
るため振動は大きくならないが、７００ｒ／minとは近いために振動が大きい状態が一定
時間継続する。以上のように、床面の硬さを考慮しない場合、設置状態によって振動が大
きい状態が一定時間継続する場合があり、使用者の不快感につながる。
【００３２】
　そこで、筐体共振回転速度に対して、５０ｒ／min低い回転速度から１３０ｒ／min高い
回転速度の間は共振の影響で振動が大きくなっているため、前記回転速度領域で回転する
時間を極力短縮する。ここでは、保持回転速度が前記回転速度領域に含まれる場合、保持
回転速度を前記回転速度領域以外の回転速度に変更する。床面の硬さに応じて変更した起
動パターンを図７に示す。
【００３３】
　まず、図７（ａ）において筐体共振回転速度４８０ｒ／minに対して、保持回転速度が
４７０ｒ／minと近い回転速度となるため、６１０ｒ／minに変更した。これにより、筐体
の振動加速度が共振時に比べ４０％低減する。図７（ｂ）は元の起動パターンで保持回転
速度が筐体共振回転速度領域から外れているため問題ない。共振時と比較して保持回転速
度での振動加速度は３５％低減した。図（ｃ）では筐体共振回転速度６４０ｒ／minに対
して、保持回転速度が７００ｒ／minと近い回転速度となるため、保持回転速度を７７０
ｒ／minに変更した。これにより、保持回転速度での振動加速度を共振時に比べ３５％低
減した。このように前記回転速度領域に保持回転速度を設定しないことにより、使用者が
不快に感じる時間を低減することができる。
【００３４】
　また、筐体共振回転速度を把握することにより、振動の大きさがアンバランス量による
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ものなのか、共振によるものなのか判断することができ、アンバランス量によるものであ
る場合、回転速度を停止し再起動を行う。一方、共振による振動であると判断した場合に
は、回転速度を上昇し、共振を避けた状態で脱水することにより低振動・低騒音化を実現
し、さらに高回転速度で脱水することにより多くの水を抜くことができる。
【００３５】
　本発明の目的は、筐体の上方に設置した振動センサにより筐体共振回転速度を測定し、
最適な起動パターンを選択することである。
【００３６】
　具体的な制御の流れを図８，図９を用いて説明する。まず、図８に低回転領域における
制御の流れを示す。脱水運転を開始すると、Step１０１で布量検知を行う。Step１０２で
回転速度をω0（１００ｒ／min）まで上昇させ、Step１０３でアンバランス量判定を行う
。アンバランス量が過大だった場合は、リトライ工程に移行し、再起動を行う。アンバラ
ンス量が小さい場合は、回転速度記録部６０に記録してある基準筐体共振回転速度ωb（
詳しくは後述する）、布量，アンバランス量から筐体共振回転速度ωrsを推定する（Step
１０４）。Step１０５で推定した筐体共振回転速度ωrsを基に回転速度の起動パターンお
よび筐体の振動のしきい値を決定する。このしきい値は筐体共振回転速度ωrs付近では他
の回転速度領域よりも高い値を設定する。
【００３７】
　次にStep１０６で回転速度を上昇させ、Step１０７で外槽振動量判定１を行う。外槽の
振動があらかじめ設定されたしきい値よりも大きい場合にはリトライ工程に移行し、再起
動を行う。一方、外槽の振動がしきい値よりも小さい場合には次のStepに移行する。ドラ
ム回転速度ωがω1（外槽の筐体共振回転速度よりも高い回転速度）になるまで外槽振動
判定を行い（Step１０８）、その後脱水高回転領域へと移行する。
【００３８】
　次に、図９に高回転領域における制御の流れを示す。Step２０１では外槽振動量判定２
を行う。外槽の振動があらかじめ設定しているしきい値よりも大きい場合にはリトライ工
程に移行し、再起動を行う。一方、外槽の振動がしきい値よりも小さい場合には次のStep
に移行する。
【００３９】
　Step２０２では筐体の振動振幅を測定し、筐体振動判定１を行う。あらかじめ設定した
しきい値と比較して振動が過大な場合にはリトライ工程に移行し、再起動を行う。振動振
幅が小さい場合には次のStepに移る。
【００４０】
　Step２０３で筐体の振動振幅が極大値であるか判定する、すなわち筐体共振回転速度を
測定する。極大値でなければStep２０６に移行し、極大値であればその回転速度を筐体共
振回転速度ωrとして記録する（Step２０４）。
【００４１】
　この極大値判定，筐体共振回転速度の判定はその回転速度での筐体の振動振幅が、その
回転速度よりわずかに低い回転速度での筐体振動振幅よりも大きく、かつその回転速度よ
りもわずかに大きい回転速度での筐体振動振幅よりも大きいことで判断することができる
。この時、ノイズなどの影響により筐体の共振以外の場合でも極大値と判断してしまうお
それがある。それを防止するために、移動平均やローパスフィルタなどを用いてデータを
処理することが望ましい。
【００４２】
　Step２０５ではStep２０４で測定した筐体共振回転速度ωrから基準筐体共振回転速度
ωbを算出し、記録する。このωbは以降の脱水運転で筐体共振回転速度ωrsを算出するた
めに用いる。また、基準筐体共振回転速度ωbは衣類の量とアンバランス量の影響を考慮
し算出する。
【００４３】
　ドラム回転速度が設定した最終脱水回転速度に到達しているか判定し、到達していなけ
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れば、Step２０７で回転速度を上昇し、到達するまでStep２０１～Step２０７を繰り返す
。最終脱水回転速度に到達して後、脱水時間が設定時間になるまで回転を維持し（Step２
０８）、その後回転を停止し（Step２０９）、脱水を完了する。
【００４４】
　次に図１０でリトライ工程について説明する。リトライ工程はアンバランス量判定や外
槽振動判定，筐体振動判定でアンバランス量や振動が過大と判断された場合に移行する。
まず、ドラムの回転を停止し（Step３０１）、リトライ回数が０より大きいか判定する（
Step３０２）。リトライ回数はあらかじめ初期値Ｎを与える。リトライ回数が０より大き
い場合は、リトライ回数ｎを１つ減らし、低回転領域のStep１０２に移行し、脱水運転を
継続する。リトライ回数が０以下だった場合、衣類の偏りが解消されないとして、すすぎ
工程での脱水運転では次の工程に移行し、脱水工程での脱水運転では運転を中断し、操作
・表示パネル２を使って使用者に知らせる。
【００４５】
　前記実施例では、回転速度記録部に基準筐体共振回転速度ωbを記録したが、必ずしも
基準筐体共振回転速度ωbを記録する必要はなく、筐体共振回転速度ωr，アンバランス量
，布量などを記録してもよい。もしくは、それらの一部のみを記録してもよい。
【００４６】
　また、筐体共振回転速度ωrsを算出するために用いる基準筐体共振回転速度ωbは、必
ずしも前回運転時の値のみを用いる必要はなく、以前の複数回の脱水運転で算出した値を
記録しておき、その平均を求めることでより高精度な筐体共振回転速度推定が可能になる
。
【００４７】
　さらに、設置位置を変更した場合には、回転速度記録部６０に以前の設置状態での回転
速度情報が記録されているため、その情報を参照し筐体共振回転速度を推定した場合には
誤差が生じてしまう。そこで、操作・表示パネル２を用いた回転速度記録部６０の情報の
変更を可能にする。こうすることで設置状態の変更にも対応することができる。
【００４８】
　また、回転速度記録部６０に記録されている基準筐体共振回転速度ωboと新たに算出し
た基準筐体共振回転速度ωbの値が大きく異なる場合には、以前の運転時と設置状態や運
転状態がことなることを操作・表示パネル２を使って使用者に知らせる。これにより、設
置した台から洗濯機の足が外れるなどして適切でない設置状態で運転をした際に、本体の
転倒などにより使用者の安全を確保し、洗濯機の設置場所に隣接する壁の破損を防止する
ことができる。ここで、脱水運転時の使用状況によって衣類の量やアンバランス量が異な
るため、筐体共振回転速度ωrでの比較ではなく、基準筐体共振回転速度ωbによる比較を
行う方が望ましい。
【００４９】
　図１１にアンバランス量を変化させた時の筐体共振回転速度ωrの変化を示す。横軸に
回転速度、縦軸に振動の加速度を示している。アンバランス量が増加するほど筐体共振回
転速度ωrが低下していることがわかる。このように、アンバランス量を把握していない
と推定する筐体共振回転速度ωrsに誤差が生じてしまう。衣類の量の違いでも同様に筐体
共振回転速度ωrが変化する。そこで、筐体共振回転速度，アンバランス量，衣類の量を
測定し、アンバランス量および衣類の量の影響を考慮した筐体共振回転速度を基準筐体共
振回転速度ωbとして算出する。
【００５０】
　例えば、床面の硬さと衣類の量を固定し、アンバランス量によって筐体共振回転速度が
どの程度変化するか測定する。ここではアンバランス量５００ｇを基準とする。図１１か
ら５００ｇのアンバランスが生じた場合（ωr＝６５０ｒ／min）に比べ、８００ｇのアン
バランスが生じた場合の筐体共振回転速度は２０ｒ／min低下し、１０００ｇでは５０ｒ
／min低下している。そこで、実際の運転でアンバランス量が８００ｇ、測定した共進回
転速度ωrが６４０ｒ／minであった場合、基準筐体共振回転速度ωbは６４０＋２０＝６
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５０ｒ／minとなる。さらに、次の運転を行った際に、アンバランス量検出を行い１００
０ｇであった場合、推定される筐体共振回転速度ωrsは６５０－５０＝６００ｒ／minと
なる。以上のように、アンバランス量を考慮することでより高い精度で筐体共振回転速度
を推定することが可能になる。
【００５１】
　以上のように、以前の運転における筐体共振回転速度，アンバランス量，衣類の量から
算出した基準筐体共振回転速度ωbを基に、その運転でのアンバランス量，衣類の量から
筐体共振回転速度ωrsを推定する。こうすることで、あらかじめ筐体共振回転速度ωrを
把握することができるため、適切な駆動機構の制御を行うことができ、低振動・低騒音化
を実現することができる。
【００５２】
　本実施例では基準筐体共振回転速度ωbを算出，記録して、以降の運転において筐体共
振回転速度ωrsを予測したが、基準筐体共振回転速度ωbを算出せずに、筐体共振回転速
度ωrを記録し、以降の運転において前記回転速度ωrを用いて筐体共振回転速度ωrsを予
測しても構わない。
【００５３】
　また、筐体共振回転速度付近の回転速度において、その回転速度で回転する時間を短縮
する領域は筐体共振回転速度よりも５０ｒ／min低い回転速度から１３０ｒ／min高い回転
速度までが望ましい。図５に示す通り、前記回転速度領域以外では筐体共振回転速度の振
動加速度に比べ３０％低減可能である。
【００５４】
　また、本実施例ではアンバランス量に係らず、常に起動パターンを選択，変更する手段
を行う方法を説明しているが、アンバランス量が大きい場合のみで筐体共振回転速度領域
で回転する時間を短縮してもよい。
【００５５】
　また、本実施例では筐体の振動量を筐体共振回転速度の測定や振動が過大である場合に
ドラムの回転を停止する手段として説明した。前記手段以外にも、筐体回転速度および測
定した筐体振動量から最終的に上昇させる回転速度を決定することで低振動・低騒音化を
行うことが可能である。
【００５６】
　本実施例によれば、筐体の振動を検出する手段を、筐体底部と筐体胴部の締結面よりも
上方に振動センサを設置し筐体共振回転速度を測定することで、他の場所にセンサを設置
する場合に比べ精度を向上する。
【００５７】
　さらに、従来の洗濯機の中で上方に位置する回路基板に設置することで、新たに回路基
板や配線を設置する必要がない。これにより配線部分に発生するノイズの影響を低減する
ことができ、正確に振動を把握することができ、ドラムを駆動する回転制御手段の適切な
制御が可能になる。さらに、既存の回路基板に設置することで、新たに専用の回路基板を
設置するスペースを必要とせず、専用回路基板を設置した場合に比べ低コスト，省スペー
ス化を実現する。
【００５８】
　また、筐体の振動を測定する手段を有する洗濯機において、筐体共振回転速度を測定す
る。さらに、前記筐体回転速度を推定し、前記筐体共振回転速度に応じた起動パターンを
選択することにより、低振動・低騒音化を実現する。
【００５９】
　また、布量検出手段により衣類の量を判断し、振動検出手段によりアンバランス量を判
定し、それらの結果を基に測定した筐体共振回転速度から衣類の量やアンバランス量の影
響を排除した基準値（以下、基準筐体共振回転速度）を算出する。以降の脱水運転では算
出した基準筐体共振回転速度および衣類の量，アンバランス量を基に実際の筐体共振回転
速度を推定することで、高精度な推定が可能となる（衣類の量やアンバランス量は筐体の
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筐体共振回転速度以下の回転速度で行う）。
【００６０】
　また、以前の運転で測定した筐体共振回転速度を記録しておくことで、その情報から筐
体共振回転速度を推定することが可能となり、前記回転速度に応じた起動パターンを選択
することが可能となる。また、筐体共振回転速度や基準筐体共振回転速度を複数回分記録
し、その情報を基に筐体共振回転速度や基準筐体共振回転速度を算出することで、測定誤
差の影響を低減することができ、以降の運転で筐体共振回転速度や基準筐体共振回転速度
を高精度に推定することができる。
【００６１】
　また、筐体共振回転速度付近の回転速度ではドラムの回転速度の加速率を高く設定する
ことで共振によって大きく振動している時間を短縮することができる。
【００６２】
　また、筐体共振回転速度付近の回転速度ではドラムの回転速度を一定に保持する時間を
短縮もしくは省略する。以上のように、筐体共振回転速度でドラムを回転させる時間を極
力短くすることにより、使用者が不快に思う騒音や筐体及び床面の振動を低減することが
できる。
【００６３】
　さらに、推定した筐体共振回転速度と記録してある筐体共振回転速度が大きく異なる場
合には洗濯機の設置状態が変化したことが考えられるため、設置状態が変化したことを使
用者に知らせることで、設置不備での運転を防止することができる。
【００６４】
　さらに、筐体の振動を検出する手段において、回転速度ごとに設定したしきい値よりも
大きな振動が生じた場合にドラムの回転を停止し再起動を行う制御を行い、前記制御にお
いて筐体共振回転速度付近のしきい値を他の回転速度領域のしきい値よりも大きな値とす
る。
【００６５】
　また、測定もしくは推定した筐体共振回転速度、もしくはそれに依存した情報を表示器
を用いて使用者に知らせる。
【００６６】
　また、記録してある以前の運転で測定した筐体共振回転速度を消去する手段を持つこと
により、使用者が設置状態を変えたときに従来の設置状態での筐体共振回転速度に影響を
受け、筐体共振回転速度の推定精度が低下することを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実施例の洗濯機外装を示す図である。
【図２】本発明の実施例の洗濯機内部構造を示す図である。
【図３】筐体の上部および下部の回転速度と筐体振動加速度の関係を示す図である。
【図４】本発明の制御部を示すブロック図である。
【図５】床面の硬度が異なる場合の回転速度と筐体振動加速度の関係を示す図である。
【図６】運転時間と振動加速度の関係を示す図である。
【図７】運転時間と振動加速度の関係を示す図である。
【図８】脱水運転における制御手順を示すフローチャートである。
【図９】脱水運転における制御手順を示すフローチャートである。
【図１０】脱水運転における制御手順を示すフローチャートである。
【図１１】アンバランス量が異なる場合の回転速度と筐体振動加速度の関係を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００６８】
１　筐体
２　操作・表示パネル
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３　扉
４　底部
５　胴部
６　天板部
７　スタートスイッチ
８　回転速度記録変更スイッチ
１０　給水口
１１　外槽
１２　ダンパ
１３　洗濯兼脱水槽
１４　バッフル
１５　支持板
１６　モータ
１７　排水弁
１８　排水ホース
１９　給水弁
２０　洗剤ケース
２１　水位センサ
２２　空気室
２３　チューブ
２４　外槽振動センサ
２５　操作・表示パネルの回路基板
２６　筐体振動センサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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